
2020 年 10 月 30 日 

大会名称：2020 年度 全日本学生ヨット個人選手権大会 

     2020 年  全日本学生シングルハンドレガッタ 

大会期日：2020 年 11 月 27 日（金）～ 2020 年 11 月 29 日（日） 

共同主催：全日本学生ヨット連盟・中部学生ヨット連盟 

 

帆走指示書 

 

略語  

 [SP] レース委員会、またはテクニカル委員会が審問無しに標準ペナルティーを適用することができる 

    規則を意味する。これは規則 63.1 及び A5を変更している。当該委員会はその規則の違反を抗議

することもでき、その場合は審問を経てプロテスト委員会の裁量でペナルティーが決定される。 

 [NP] 艇による抗議の根拠とならないことを意味する。これは規則 60.1(a)を変更している。 

 

１． 規則 

1. 本大会は､『セーリング競技規則 2017-2020』 ( 以下､『規則』という )に定義された規則を適用

する。 

2. 最新の「全日本学生ヨット連盟規約」「470 級学連申し合わせ事項」「スナイプ級学連申し合わせ

事項」および「艇体への大学名表示に関する申し合わせ事項」を適用する。これらは全日本学生ヨ

ット連盟にて入手することができる。 

3. 付則 P を適用する。ただし､規則 P1 文中の『セール番号』は､『セール番号または識別番号』に置

き換える。これは規則 P1を変更している。 

4. 付則 Tが適用される。 

5. SCIRA 規則の「国内及び国際選手権大会の運営規定」は、同規定 9.1 に定められたレースを行う最

大風速に関する規定を除き適用されない。 

 

２． 競技者への通告 

競技者への通告は、大会本部前に設置された公式掲示板と大会ホームページにある公式掲示（以下

『公式掲示板』という）に掲示される。web サイトの不具合等は､艇からの救済の要求の根拠とはな

らない。これは規則 60.1(b)を変更している。      

大会ホームページ URL https://www.ayf.jp/race/10422 

 

３． 帆走指示書の変更 

帆走指示書(以下､『指示』という)の変更は､それが発効する当日の 08:30 までに掲示される。但し

レース日程の変更は､前日の 18:00 までに掲示される。 

 

４． 陸上で発する信号 

1. 陸上で発する信号は大会本部前のポールに掲揚される。また同時に LINE の大会オープンチャット

グループにて選手へ発信される。LINE の不具合等は､艇からの救済の要求の根拠とはならない。こ

れは規則 60.1(b)を変更している。 

 

 



2. [NP][SP]D 旗が音響信号 1声と共に掲揚された場合､「出艇を許可する」ことを意味する。艇はこの

信号が発せられるまで､離岸してはならない。スタート予告信号は､D旗掲揚 30 分以降に発する。D

旗がクラス旗の上に掲揚された場合､そのクラスのみに当該信号が適用される。 

3. 予告信号予定時刻の30分前までにD旗が掲揚されない場合､そのレースのスタートは時間に定めな

く延期されている。 

 

５. レースの日程 

1. レースの日程は次の通りとする。 

11 月 28 日 （土) ブリーフィング(LIVE 配信あり) 8:45～9:00 

  1 日目の最初のレース 予告信号予定時刻 

  470 クラス              10:00 

  スナイプクラス            10:07 

  レーザーラジアルクラス      10:12 

   以降のレースは引き続き行うものとする。 

    

11 月 29 日  （日） ブリーフィング(LIVE 配信あり) 8:45～ 9:00 

  3 日目の最初のレース 予告信号予定時刻 

  470 クラス 10:00 

  スナイプクラス 10:07 

  レーザーラジアルクラス 10:12 

  以降のレースは引き続き行うものとする。 

   

2. 本大会のレース数は、各クラス最大 6 レースを予定している。各クラス 1 レースをもって大会成立

とする。 

3. １日に実施するレース数は、次のとおりとする。 

日  程 470 クラス スナイプクラス ﾚｰｻﾞｰﾗｼﾞｱﾙｸﾗｽ 

11 月 28 日（土） 4 4 4 

11 月 29 日（日） 2 2 2 

本大会で計画された全レースを行うため､当日までの計画に対して 1レースを超えないまで、 

レースを前倒しで行う場合がある。 

4. レース委員会信号艇は引き続き行なわれるレースの最初のクラスの予告信号の 5 分前以前に音響信

号 1声とともにオレンジ色旗を掲揚し競技者に通知する。 

5. 11 月 28 日は 15:01 以降、11月 29 日は 13:31 以降に予告信号は発せられない。 

 

６. クラス旗 

クラス旗は次の通りとする。 

クラス 旗 

470 クラス 白地に青色の 470 クラスの形象 

スナイプクラス 白地に赤色のスナイプクラス形象 

レーザーラジアルクラス 緑地に赤色のレーザークラス形象 

 



７. レース・エリア 

【添付図 A】に概ねのレース・エリアの位置を示す。 

 

８．コース 

1. 【添付図 B】の見取り図はレグ間の通過すべきマークの順序及びそれぞれのマークを通過すべき側を

含むコースを示す。 

2. 予告信号以前に､レース委員会信号艇に艇が帆走するコースおよび､最初のレグのおおよそのコンパ

ス方位を掲示する。 

 

９．マーク 

1. M1、M2、3P、3S、4P、4S は、オレンジ色の円錐形ブイである。 

2. フィニッシュ・アウターは、オレンジ色の円筒形ブイである。 

3. 指示 11 に規定される新しいマークは、緑色の円錐形ブイである｡ 

 

１０．スタート 

1. スタート・ラインは、スターボードの端にあるレース委員会信号艇のオレンジ色旗を掲揚したマス

トと、ポートの端となるレース委員会艇のオレンジ色旗を掲げたポールの間とする。 

2. [NP][DP] 他のクラスのスタート手順の間､予告信号が発せられていない艇は､【添付図 C】に示され

たスタート・エリアを回避していなければならない。 

3. スタート信号の 4分以降にスタートする艇は、「DNS」と記録される。これは規則 A4 および A5 を変

更している。 

4. 規則 30.4 が適用されたレースにおいて､ゼネラル･リコール信号が発せられた場合､又はレースがス

タート信号後中止となった場合､規則 30.4 に違反した艇の識別番号をそのレースの次の予告信号以

前にレース委員会信号艇の後部に掲示する。 

5. スタートがゼネラル・リコールとなった場合､艇に注意喚起するために､レース委員会信号艇以外の

レース委員会艇に音響信号無しで第 1 代表旗を掲揚する場合がある。信号艇以外のレース委員会艇

での第 1 代表旗降下には､レース信号第 1 代表旗の「予告信号は､降下の 1 分後に発せられる。」の

意味は持たない。 

 

１１．コースの次のレグの変更 

コースの次のレグを変更するために、レース委員会は新しいマークを設置し（またはフィニッシュ・

ラインを移動し）、実行できればすぐに元のマークを除去する。その後の変更で新しいマークを置

き換える場合、そのマークは元のマークで置き換える。 

 

１２．フィニッシュ 

フィニッシュ・ラインは、スターボードの端にあるレース委員会艇のオレンジ色旗を掲揚している

ポールと、ポートの端のフィニッシュ・マークの間とする。 

 

 

 

 



１３．タイム・リミットとターゲット・タイム 

1. タイム・リミットとターゲット・タイムは次のとおりとする。 

クラス 
レースの マーク 1の レースの ﾌｨﾆｯｼｭ 

ﾀｲﾑ・ﾘﾐｯﾄ ﾀｲﾑ・ﾘﾐｯﾄ ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾀｲﾑ ｳｨﾝﾄﾞｳ 

470 クラス 75 分 25 分 45 分 15 分 

スナイプクラス 80 分 25 分 50 分 15 分 

レーザーラジアルクラス 75 分 25 分 45 分 15 分 

2. マーク 1のタイム・リミット内に 1艇もマーク 1を通過しそうにない場合､レース委員会はそのレー

スを中止する。この項は規則 32.1 を変更している。 

3. ターゲット・タイムどおりとならなくても､救済の根拠とはならない。これは規則 62.1(a)を変更し

ている。 

4. 規則 30.3 または 30.4が用いられた場合､各々に違反しない先頭艇がコースを帆走してフィニッシュ

した後、フィニッシュウインドウ以内にフィニッシュしない艇は､審問なしに「DNF」と記録される。

この項は規則 35､A4 及び A5 を変更している。 

 

１４.コースの短縮又は中止 

1. 規則 32.1 以外に、レースを続行するに支障を来たす風速の低下が一定期間継続した場合、レース委

員会は「レースの中止」又は「コースの短縮」をする場合がある。 

2. レースを中止する場合､艇に注意喚起するために､レース委員会信号艇以外のレース委員会艇に音響

信号と共に N旗を掲揚する場合がある。信号艇以外のレース委員会艇での N旗の降下には､レース信

号 N旗の「予告信号は､降下の 1分後に発せられる。」の意味は持たない。 

 

１５．[NP][DP]ペナルティー方式 

1. 規則 44.1 に基づきペナルティーを履行した競技者は、抗議締め切り時間内に帆走指示書のリンク先

より所定の「回転報告書」のフォームに入力、送信しなければならない。 

2. レース公示の規則およびクラスルール違反に対するペナルティーは、プロテスト委員会の裁量によ

り失格より軽減することができる。 

 

１６．抗議と救済の要求 

1. 抗議および救済は、締切時間内に電子メールにてプロテスト事務局へ提出し、プロテスト事務局へ

電話連絡しなければならない。当日の電話連絡先は、LINE オープンチャットにて指示する。抗議書

は、大会ホームページのリンクより入手することもできる。 

2. 抗議締切時刻は、それぞれのクラスに対して、その日の最終レース終了後、またはレース委員会が

本日これ以上レースを行わないという信号を発した後、どちらか遅い方から 60分とする。これは規

則 61.3、62.2 を変更している。 

3. レース委員会、プロテスト委員会またはテクニカル委員会による規則 61.1(b)に基づく競技者への抗

議の通告は、公式掲示板に提示される。 

4. 当事者であるか、または証人として名前があげられて審問に関わっている競技者に通告するために

抗議締め切り後 15分以内に公式掲示板に公示を掲示する。審問はプロテスト委員会においてほぼ受

付順に行う。 

5. 規則 42 違反に対するペナルティーを課せられた艇のリストは､その日のレース終了後掲示される。 

6. 大会最終日では､プロテスト委員会の判決に基づく救済要求は､判決の掲示から20分以内に提出され

なければならない。この項は､規則 62.2 を変更している。 

 



１７.得 点 

1. 艇のシリーズ得点は，完了したレースが 5レース以下の場合、全レースの合計得点とし、6レース完

了した場合、最も悪い得点を除外したレース得点の合計とする。 

2. 最優秀選手の選出において、470 クラス．スナイプクラスで成立したレース数が異なる場合、艇の得

点の平均値( 小数点以下 2 位を四捨五入 )を求め、少ない方を上位とする。 

これでもタイとなった場合は、成立したレース数が多いクラスのスキッパーを上位とする。成立し

たレース数が同じで得点がタイとなった場合は、規則 A8 を適用する。それでも解けない場合は、両

クラスのスキッパーを最優秀選手とする。 

3. 標準ペナルティーが課された艇は、得点略語「STP」を用いて記録される。これは規則 A11 を変更し

ている。 

4. 「レース後ペナルティー」を履行した艇は、得点略語「ARB」を用いて記録される。これは、規則 A11

を変更している。 

 

１８.安全規定 

1. [NP][SP]全ての競技者、支援者は、帆走指示書のリンク先より健康チェックシートのフォームを入

力し、毎日ブリーフィングまでに送信しなければいけない。 

2. [NP][SP]出艇しようとする競技者は､その日の 08:00からその日の最初の D旗掲揚予定時刻までの間

に帆走指示書のリンク先より「出艇申告書」のフォームに入力、送信しなければならない。 

3. [NP][SP]帰着した競技者は着艇後速やかに（レース委員会が正当な理由があると認めた場合その代

理人）帆走指示書のリンク先より「帰着申告書」のフォームに入力、送信しなければならない。帰

着申告受付時間は、レース終了後(引き続きレースが行われた場合はそのレース終了後)､またはレー

ス委員会が､本日これ以上レースを行わないという信号を発した後､どちらか遅い方から60分以内と

する。但しこの時間はレース委員会の裁量により延長することがある。 

4. [NP][SP]転覆その他の理由により帰着が遅れた場合には、その旨をレース委員会に電話にて速やか

に届け出なければならない。電話先は、LINE オープンチャットにて指示する。 

5. [NP][SP]リタイアしようとする競技者は、速やかにレース・エリアを離れリタイアの意思を近くの

運営に伝えなければならない。競技者は指示 18.3 に従い帰着報告を行った後、速やかに帆走指示書

のリンク先より「リタイア報告書」のフォームに入力、送信しなければならない。やむを得ず運営

艇にリタイアの旨を伝える事が出来なかった場合は､リタイア報告にその理由を記入しなければな

らない。 

6. レース委員会は競技者が帆走不可能もしくは危険な状態にあると判断した場合にはその競技者にリ

タイアを勧告することができる。また強制的救助活動を行うことができる。これらの場合、艇から

の救済の要求は認められない。これは規則 62.1(a)を変更している。 

7. 指示 18 の申告に関する手続きに誤りがあった艇に対して、引き続きのレースが行われた場合には指

示 18.1、18.2 の手続きの誤りについてはその直後のレースに、指示 18.3 の手続きの誤りについて

はその直前のレースにペナルティーを課す。 

 

 

 

 

 



１９.競技者の交代 

1. 各クラスともスキッパーの変更はできない。 

2. [NP][SP]競技者は各日の最初のレースの乗員を指示 18.2 と同時に記入しなければならない。 

3. [NP][SP]当日の 2レース目以降海上で競技者の交代をする場合は、口頭でレース委員会艇に確認を

受けなければならない。この場合、帆走指示書のリンク先より「乗員交代書」のフォームに入力し、

指示 18.3 と同時に送信しなければならない。 

 

２０.[NP][DP]装備の交換 

1. 損傷または紛失した装備を陸上で交換する場合は､帆走指示書のリンク先より「装備交換申請」のフ

ォームを入力、送信しなければならない。また、テクニカル委員会に電話連絡したのち承諾を受け

なければならない。 

2. 損傷または紛失した装備を海上で交換する場合は､近くのレース委員会艇に装備の交換がある旨を

伝えた後に､帰着後に指示 20.1 と同様に、「装備交換申請」のフォームを入力し、送信しなければ

ならない。また、テクニカル委員会に電話連絡したのち承諾を受けなければならない。 

 

２１.支援者・支援艇 

1. 支援艇とは､規則の定義にある支援者が乗艇する全ての艇を指す。 

2. [NP][DP]支援艇には、定員の半数を超えて乗船してはいけない。端数の場合は、小数点以下切り捨

てした人数とする。 

3. [NP][DP]豊田自動織機海陽ヨットハーバー内では､支援艇は､主催団体が指定する桟橋以外に係留し

てはならない。 

4. [NP][DP]支援艇は、乗員の乗降、機材の積込み、積下ろしのために一時的に豊田自動織機海陽ヨッ

トハーバーに入港する場合でも､ヨットハーバー事務室にて所定の手続きを行い使用料の支払いを

しなければならない。一時的に入港した支援艇は､1回あたり 15 分を越えて豊田自動織機海陽ヨット

ハーバー内の桟橋に係留してはならない。 

5. [NP][DP]艇の安全な出艇を確保するため､豊田自動織機海陽ヨットハーバーより出艇する支援艇は､

『D旗』掲揚後 10分間は係留した桟橋から離岸してはならない。 

6. [NP][DP]支援艇は､水上にいる間､大会陸上本部で貸与する『識別用リボン』を水面より 1m以上の高

さに掲揚するとともに､支援者にて準備した大学名を目立つように掲示しなければならない。大学名

は、10m 離れたところから確認できること。 

7. [NP][DP]支援艇は､最初にスタートするクラスの準備信号から､全ての艇がフィニッシュするか､も

しくはリタイアするか､またはレース委員会が延期､ゼネラル・リコールもしくは中止の信号を発す

るまで､【添付図 D】が示す艇がレースをしているエリアの外側にいなければならない。 

8. [NP][DP]レース委員会艇に『緑色旗』が掲揚された場合､『支援艇は､レースをしているエリアを含

む全てのエリアにおいて､危険な状態にある艇を可能な限り速やかに救助しなければならない。』こ

とを意味する。この場合､指示 21.7 は適用されない。 

9. [NP][DP] 支援艇は、出艇前に大会本部にて、レース委員会より無線機を受け取り、海上では常時無

線を傍受していなければならない。貸与する無線機は傍受専用で、レース委員会からの救助要請時

を除き、発信してはならない。貸与した無線機は自然劣化を除き、貸与された状態を保全しなけれ

ばならない。使用方法を逸脱し無線機を水没、損傷もしくは紛失した場合は、修理費もしくは交換

に関わる費用を負担すること。 



２２．装備と計測のチェック[NP][DP] 

艇または装備が規則に従っていることを確認するためいつでも検査されることがある。 

 

２３.無線通信[NP][DP] 

競技者は、レース中無線通信を行ってはならない。また全ての艇が利用できない無線通信を傍受し

てはならない。この制限は、選手へのレース内容の指示、伝達を目的とする携帯電話通信にも適用

する。 

 

２４.賞 

レース公示どおり、賞を与える。 

 

２５.責任の否認 

競技者は、自分自身の責任において本大会参加している。規則 4「レースをすることの決定」を参照。

主催団体は、本大会前、本大会中、本大会後に関連して受けた物的損傷または身体障害もしくは死

亡に対するいかなる責任も負わない。 

 

２６．運営艇 

運営艇は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７．その他 

1. [NP][DP]競技者・支援者は、大会役員・競技役員の合理的な理由に基づく指示に従わなければなら

ない。 

2. [NP][DP]競技者は、大会期間中に大会委員会の許可を得ない限り、ハーバー建物内やセンタープラ

ザでの艤装・修理・セールの片づけ等の作業を行ってはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営艇 識別旗 

レース委員会艇 「C」と白字で記された黒色旗 

プロテスト委員会艇 「JURY」と白字で記された赤色旗 

レスキュー艇 「RESCUE」と白字で記された緑色旗 

テクニカル委員会艇 「MEASURER」と黒字で記された白色旗 

メディア艇 「MEDIA」と白字で記された青色旗 

VIP 艇 「VIP」と黒字で記された水色旗 



２８．各リンク先 

健康チェックシート 

出艇申告書 

帰着申告書 

乗員交代書 

抗議書     大会ホームページよりダウンロードして下さい 

抗議書使用方法 大会ホームページよりダウンロードして下さい 

リタイア報告書 

装備交換申請 

１回転報告書 

２回転報告書 

リクエストシート 

 

送付先メールアドレス：chubu.icyf@gmail.com  

 

大会ホームページ https://www.ayf.jp/race/10422 

Facebook 全日本学生ヨット個人選手権大会 

 

   オープンチャットの登録は、QRコードから行うことができる。 

   登録コード chubu 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1BK2ZHaKlI-YK3-vdGyzupusLOMOS0VX807pJHxaal3-sFQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoCZ8vEGdhnrIKuf3XxLhk2jmDRwyeJjwFO_NFV6LBSH6AEA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmoBEatYiLqFO0ZPFgtXuFnMGlWtkXkuRyONqJob5ElkNFcg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-CkXxX4wirciXl5QLWcTWsfWH8dSHKGvKznG1IzswECTDUg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd4TaVBe0Nh3fp-aB3Fht-iqW3MF5DoWA3VoCvkSHdkddKZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ3uTz1bnYk0ihrmPYc4NhLDpLetsUOva7JuGUWU54PWkBkQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc4aK4QkBPCF4oKaw2Bk1FeGoPRWnWibjKNkQfEbzlGqEuJQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfupa3d7n3X4QMN22BjlV6jaSO7fDCMxKqM9OPi4Hd66h2c3A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEz4NdXqve2T7mU01-d_cpDSeRROOspzvsvGQAYy973OCY5g/viewform?usp=sf_link
mailto:chubu.icyf@gmail.com
https://www.ayf.jp/race/10422
https://www.facebook.com/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AD%A6%E7%94%9F%E3%83%A8%E3%83%83%E3%83%88%E5%80%8B%E4%BA%BA%E9%81%B8%E6%89%8B%E6%A8%A9%E5%A4%A7%E4%BC%9A-980185925450158


 

【添付図 A】レース・エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N34.47.183 E137.16.017 を中心とした､φ1.4NM を「レース・エリア」とする。 

 

 

【添付図 B】コース見取り図 

470 クラス、スナイプクラス、レーザーラジアル 

 

  

M1

M2

3P3S

4P4S

Finish

Start

60°～70°

110°～120°

110°～120°

Ｉ：Start → M1 → 4p/4s → M1 → M2 

    → 3p → Finish 

Ｏ：Start → M1 → M2 → 3p/3s → M2  

→ 3p → Finish 

豊田自動織機海陽ヨットハーバー 



 

【添付図 C】スタート・エリア 

指示 10.2 にて規定されている「スタート・エリア」を点線で示す。 

 

 

 

【添付図 D】レース・エリア  

指示 21.7 にて規定されている「艇がレースをしているエリア」 

支援者は､レース中以下の図に示す点線の内側に入ってはならない。 

この点線は､レース委員会艇、スタート・ライン、フィニッシュ・ライン、マーク及び艇の帆走が予想

される位置から距離 100m を示している。 
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